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山梨県埋蔵文化財センターが, 1982年 4月 , 所長以下14名 のス

タッフで発足 してから,満 2年を経過いたしました。

この間,遺跡の発掘調査,出土品の復原, 調査記録の整理等をすす

め,ま た貴重な遺物の一般公開,展示を行い,埋蔵文化財保護思想

の普及啓蒙をはかってまいりました。

このたび。開所までの経過を含めた年報第一号を刊行するにあた

り,当センターの目的や事業内容,さ らに今後の運営方針等につい

て,ご理解いただく一助として役立てていただければ幸甚と存 じます。

当センターにおきましては,埋蔵文化財の保護保存と,本県の古

代史解明とをとおして,郷土山梨の文化の向上に努力 してまいりた

いと存 じますので,今後ともなお一層のご協力とご支援を賜わりま

すようお願い申し上げます。

1984年 3月 10日

山梨県埋蔵文化財センター所長

磯 貝 正 義
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I 組織施設の概要

1.設立趣 旨

山梨県教育委員会がはじめて埋蔵文化財の発掘調査を行なったのは,昭和44年 3月 ,北巨

摩郡長坂町の東前田遺跡であった。

その後,大規模農道・農業改善事業など開発事業の進展 とともに,埋蔵文化財の発掘調査

件数は増加 し,遺跡の保護と開発事業促進との調整が,文化財保護行政の大きな課題 となっ

てきた。

とくに,昭和47年以来進めてきた中央自動車道建設用地内の埋蔵文化財発掘調査は,昭和

55年～56年度において,甲府昭和～勝沼間 (22km)の 15遺跡の発掘調査を実施するにあたり,

調査体制を整備,充実するため文化財主事 4名を増員 し,昭和57年度末には12名 の専任職員

が配置されるにいたった。

昭和55年度には県風上記の丘資料館の建設計画にあたり,各所に分散 して発掘調査 ,整理 ,

保管していた遺物や調査記録などを一箇所に集め,資料の展示活用をはかるとともに ,埋蔵

文化財に関する調査 。研究を行なうため埋蔵文化財センターを併設 し,有機的な運営をはか

ることが決定され ,昭和57年県埋蔵文化財センターが発足した。

2.設 立経過

昭和55年 3月 25日  風上記の丘資料館の建設を決定

昭和55年 10月 22日  資料館建設基本構想策定を山梨県設計監理事業組合に委託

昭和56年 3月 25日   風土記の丘資料館を仮称県立考古博物館と命名 ,県埋蔵文化財セン

ターを併設することを決定

昭和56年 6月 25日   文化庁埋蔵文化財センター建設費国庫補助 65,000千円(56～ 57年度

継続)

昭和56年 5月 15日   実施設計委託

昭和56年 7月 25日  博物館展示基本設計委託

昭和56年 9月 10日   本体工事関係業者決定

昭和56年 10月 24日   建設地において起正式挙行

昭和56年 11月 10日   設備関係業者決定

昭和57年 2月 20日   博物館展示実施設計委託

昭和57年 3月 31日   山梨県埋蔵文化財センター設置規則制定

昭和57年 4月 1日  館長兼所長神宮寺誠 (事務取扱)以下職員 14名発令

仮事務所を県庁南別館に置 く

昭和57年 5月 28日  博物館展示工事業者決定 (10月 20日 完成)

昭和57年 7月 1日  造園工事着工 (10月 25日 完成 )

昭和57年 7月 31日  本体工事完成
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昭和57年 8月 23日

昭和57年 9月 7日

昭和57年 10月 1日

昭和57年 11月 3日

昭和58年 2月 28日

3.機構と職員構成

ll)機  構

教育委員会

修)職員構成

建築引渡 事務移転

駐車場工事着工  (10月 30日 完成)

山梨大学名誉教授磯貝工義館長兼所長に就任

山梨県立考古博物館・山梨県埋蔵文化財センター開館式挙行

外灯工事着工 (3月 25日完成)

文化課

考古博物館

埋蔵文化財センター

孝

和

健

訓

二

広

　

　

明
　
誠

所  長 ―――一次 長―――

|::З §急冤憂三  ::

所 長 鎌 )磯 貝

次 長 (兼)波木井

○庶務担当

副 主 幹 (兼)堀 内

主   事 (兼 )田 中

業 務 員 (兼)保 坂

O調査研究第一担当

文化財主事   田 代

〃     小 林

〃    新 津

〃    米 田

〃     中 山

○調査研究第二担当

文化財主事   森

〃     坂 本

〃     小 野

〃    長 沢

〃    保 坂

正 義

市 郎

修

正 富

貢

和 敏

美 夫

正 文

宏 昌

康 夫
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4.施 設
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保 存 処 理 室建物平面図
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展 示 室

併設の考古博物館では埋文センターによっ

て発掘された土器や石器等が,復原整理を経

て,各コーナーに展示されている。

先 土 器 時 代

縄文の復元住居

金生配石遺構復元
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考古博物館・埋蔵文化財センター図書分類表

庫書

記 号 分  類 彗号 県  名 警号 県  名 番召 県  名

A 報告書 細分類
＼

北海道 福  井 山  口

B 学術書・論集
ヽ

青  森 山  梨 徳  島

C 概説書 岩  手 長 野 香  川

D 全 集 宮 城 岐  阜 愛  媛

al研究所

年報・ 図録

紀要・ パンフ

雑 誌

秋  田 静  岡 高  知

bl大 学 山 形 愛  知 福  岡

CI教育委員会 福  島 二  重 佐  賀

E dl埋文センター・ 事業団 茨  城 滋  賀 長  崎

el団体 (～ 会・～団) 栃  木 京  都 熊  本

fl博物館・ 資料館 群  馬 大  阪 大  分

glその他 11 埼  玉 兵  庫 宮  崎

F 県市町村誌 千 葉 奈  良 鹿児島

G 遺跡・地図 東  京 和歌山 沖  縄

H 辞典・図鑑 神奈川 鳥  取 外  国

I 教科書 新  潟 島 根

J スクラップブック 富  山 岡  山

K その他 石 広  島
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Ⅱ 昭和 57年度発掘調査概要

山梨県埋蔵文化財センターは,昭和57年 4月 1日 に設置され ,11月 3日 に県立考古博物館

と併設されオープンした。その主な事業は埋蔵文化財の調査研究,保存活用,指導助言に関

すること等である。昭和57年度の県内発掘総件数は43件であり,そのうちの10件を埋蔵文化財

センターが実施している。その他33件は市町村教育委員会。研究団体等で実施 したものである。43

件のうち40件が開発に伴う事前調査であり,3件が学術調査となっている。埋蔵文化財セン

ターが実施した10件についての調査概要を記 し,巻末に県内の発掘調査の一覧を掲げた。

縄文時代の遺跡としては,八ケ岳山麓の大泉村天神遺跡がある。湧水源の下方で標高 850

mほ どの尾根上に広がった縄文前期の環状集落であり, 諸磯b式期鬱帆 諸磯C期 7軒の住居

址群 と,集落の中央部に 480基をこえる土拡群が検出されている。住居址プランは径 4m前

後の円形および楕円形が基本となっている。上広内からは有孔土器 ,狭状耳飾,ヒ スイ製垂

飾品などが出上 している。なお縄文中期初頭の五領ケ台期の住居址 8軒,平安時代の住居址

3軒も検出されている。高根町梅の木遺跡では中期の住居址 1軒が確認されている。御坂山系

の山裾で境川村北―の沢遺跡では,中期の住居址11軒が発掘され,あ わせて後期古墳が 4基

検出されている。同じく境川村真福寺遺跡では土拡 1基 と早期の土器片が出土 している。甲

府盆地南端で富士川左岸の舌状台地上に位置する市川大門町宮の前遺跡では,中期の井戸尻

期から曽利前半期の住居址が13軒,土拡 5基が検出されている。住居外で逆位の埋甕が検出

されている。

平安時代の遺跡では,大泉村東原遺跡がある。住居址12軒,掘立柱建物遺構 1軒,溝址な

どを伴う集落址である。集落の南端で一辺 25m四方と小型の堅穴址が発掘された。中央に

大きな台石を据えてあり,周囲に鉄津,鉄の小片やふいごの羽口が検出されていることから,

鍛冶工房址と考えられるものである。およそ10世紀前半ごろと推定される。高根町青木北遺

跡は,11世紀ごろの住居址 12軒,掘立柱建物址 1軒を伴 う集落址である。なかでも注目され

るのは,礎石のある竪穴住居址である。一辺約 6mの隅丸方形のプランで,東カマ ドをもつ

住居址の壁に沿 って,四周に径30clllほ どの平石をおよそ 2m間隔で配したものであり,き わ

めて特徴的なものである。甲府盆地東緑の京戸川扇状地の扇端に位置した一宮町妻神遺跡で

は,｀ 平安時代の住居址 1軒が発掘された。吉墳時代と考えられる切子玉が住居内より検出さ

れた。

中世の遺跡 としては中道町勝山城址がある。笛吹川左岸の独立丘を利用 した城である。濠

と帯郭に近接 した部分の調査で,帯郭の下部より石敦き遺構,その下層より土塁状遺構が確

認され,二時期の構築を推定されるものであった。近世の甲府城址は事務所の改築に伴 う調

査で礎石下部において,江戸期の瓦が出土 している。
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表覧名跡遺

昭和57年度発掘調査分布図

1 上  荻  原 野 添 前  田  南 大 小 久 保

木 ノ下 大坪 池 堤 鉢 塚 古 墳

坂  井  南 14 鷹  ノ 巣 北  下  条 南 部 氏 館

同 松 甲 府  城 26 小 伏 穴 沢 津 金 御 所前

天 神 真  福  寺 市  子  石 38 坂  井  南

6 東 原 塚 田 28 湯 沢 39 中道町無名墳

7 梅  ノ 木 18 宇  津  棟 29 大 坪 40 妻 神

8 青  木  北 月 の  木 30 宮  の  前 41 坂 井

尾  咲  原 北 ― の 尺 桑 原 42 築 前 原 塁 址

10 見 畑 六  科  山 朝 気 43 勝  山  城

真 原 堤 池  之  元
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Ⅲ 発掘調査概要

1.天 神 遺 跡

所 在 地

北巨摩郡大泉村谷戸字天神

事 業 名

県営圃場整備事業

調 査 期 間

昭和57年 5月 10日 ～10月 31日

担 当 者

新津 健,米田明訓

面   積

10,000∬

天神遺跡全体図

天神遺跡位置図 (1:25000)

0

Q9

0 。

を
δ
驚が3

0
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八ケ岳南麓には,北から南に向けて傾斜する尾根が数多 く発達 しており,こ の尾根上には

種々な遺跡の所在が知 られている。天神遺跡は,南麓のほぼ中央部 ,大泉村谷戸のかような

尾根上の標高 800～ 850mを測 る地点に位置 している。付近には遺跡が多く,同 じ尾根上

の南約 300mに は縄文中期の山崎遺跡がある。また,本遺跡の西側に解析されている衣川の

谷を距てて 250m先 には,大泉村指定史跡の谷戸城があり,更に南西 l kmに は国史跡に指定

された,縄文後,晩期の金生遺跡が位置している。

本遺跡の調査は,昭和56年度と57年度の 2回に亘 り行なわれたが,今回の概要は57年度 C

地点に関するものである。調査は,対象面積 10,000雷 内に一辺 5mの方眼を設定 し,全面

的に行なった。その結果,縄文前期後半を中心 とした集落址であることが判明 した。

調査により,縄文時代前期諸磯 b式期42軒,諸磯 C式期 7軒,中 期 五領ケ台式期 8軒,平安

時代 3軒の,合計60を数える住居が発掘された。そのほか,土拡 480基以上 (ほ とんど縄文

前期),集石土拡 (時期不明),平安時代以降の溝 6本 も発見された。なお,こ れらの資料は

未整理であるため,遺構数や時期に正確さを欠 く場合もある。いずれにせよ,本遺跡は,諸

磯期を中心とした集落址であることが半1明 した。これら前期の遺構分布をみると,発掘区の

外縁寄 りに住居が多く,そ の内側に土拡が密集する傾向にあり,全体 として環状あるいは馬

蹄形状を呈する集落形態の可能性がつよい。そして,西側に入る谷とこの集落との間に密接

な関係が考えられよう。

個々の住居については,円 形乃至楕円形プランが基本で,最大が径 7m,最 小が 2.5m,

一般的には 4m前後の規模である。炉は概ね地床炉で,4本か ら5本主柱穴の例 もあ る。

500基近 く発見された土拡については,平面形や断面形状からいくつかの形態に分類できる。

住居同様 ,前期後半のものが多いと思われ,内部より,完形に近い土器 (写真①,①)翡翠

製垂飾品,狭状耳飾などが出土する例 もあり,墓拡と見倣される遺構 も多い。

遺物については,住居内を中心に,深鉢形土器 (写真①),有孔浅鉢形土器 (写真②)を

始めとして多くの上器類が出上 した。石器では,特に石匙 ,石錐が顕者であり,先述 した翡

翠製垂飾品や次状耳鱒 石製品もある。特に翡翠は孔の貫通 した長さ5.5 cmの もので,最 も

古い時期に所属する大珠の一つであろう。また,中期初頭の住居内からは,入口部埋設土器

が発見されており,こ の時期としては極めて稀な例である。

以上のように,天神遺跡は,縄文前期諸磯期の大規模な集落址が中心となっている。従来 ,

八ケ岳西麓から南麓にかけては,長野県阿久遺跡をはじめとして,該期の遺跡が多 く知 られ

ている。かような遺跡群の中で,本遺跡がいかなる位置にあるのか重要な問題である。同時

に,前期集落としての,天神遺跡内部の検討も含め;今後の整理作業に期待する点は多い。
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第19号住居址

第25号住居址遺物出土状況

④
第

‐４９
号
土
砿
出
土
器

③
第
４
号
住
居
址
出
土
土
器

②
第
４
号
住
居
址
出
土
土
器

①
第
‐３６
号
土
拡
出
土
土
器
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2.宮の前遺跡

所 在 地

市川大門町黒沢大木字宮の前

事 業 名

県警察本部によるヘリポート建設

調 査 期 間

昭和57年 7月 19日 ～9月 14日

担 当 者

坂本美夫 ,長沢宏昌

面   積

約 2,000だ
宮の前遺跡位置図 (1:25000)

称:D違

Э

宮の前遺跡全体図
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宮の前遺跡は,富士川左岸の舌状台地尖端部,標高約 370mに立地する。遺跡立地部分は

ゆるやかな北向き傾斜であるが,陽当りもよく付近に沢 もあり,遺跡の立地条件 としては良

好である。字名ともなった神社 (聖社)は現在も存在 し,その御神体は本遺跡から出土 した

といわれる石棒である。

本遺跡は,以前から表面採集や琲作中の上器 ,石器,炉址等の発見があり,縄文時代中期

の住居址の存在が予想されていたが,詳細は不明であった。本調査に先だち, 5月 末～6月

初旬にかけて試掘を行なったところ,ヘ リポート建設予定地北東寄 り (台地縁辺部)か ら遺

物が集中して出土 したため,こ の部分を中心とした約 2,000ポ を本調査の対象とした。本調

査の結果,縄文時代中期の住居址13軒,土拡 6基,単独埋甕 2基か検出されたが,本遺跡が

畑地であったため,耕作による撹乱がみられ,住居址の床面下におよぶ ものもあった。住居

址は円形ないし楕円形を呈 し,長軸 5～ 7m,短軸 5m前後を計り,主柱穴 6本程度,おお

むね人頭大以上の礫を用いた石囲炉をもつもので,主軸は南北方向である。土拡は径 lm程

度の円形を呈 し,深 さ0.5～ lm,断面円筒形ないし皿状であり,土器,石器,石器石材等

が出土 している。単独埋甕は隣接 して埋められており,いずれも大形である。 1号は器高60

cm,回径50clllの キャリパー形深鉢で,底部付近に穿孔がある。 2号は現存高65clll,日 径推定

45cmの 円筒形深鉢で,日縁および底部を欠いている。遺構は井戸尻Ⅲ式期～曽利Ⅱ式期に属

するものである。今回調査された遺構が,調査対象域のうち,北東側約 500ポに集中,重複

していることから,中期の単純遺跡 として,短期間に密集 して集落が営なまれたことを示 し

ている。ただ し,調査対象範囲外の南一北地域にかけて,さ らに住居址の存在が予想される

ため,あ るいは舌状台地をとり囲む,馬蹄形集落の一部である可能性 もある。また,と くに

井戸尻Ⅲ式～曽利 正式期にかけての資料は,最近釈迦堂遺跡などの調査により増加がみられ

るものの,県内では決 して多いとは言えない。本遺跡においては,2号,3号,4号 , 6号 ,

9号 ,11号 の各住居址, 1号 ,4号土拡, 1号 ,2号単独埋甕がこの時期に当たる。検出さ

れた遺構のうち,井戸尻Ⅲ式～曽利 I式期の遺構の占める割合は非常に高いものであり,こ

の時期の良好な資料となろう。さらに,住居址覆土中など状態はよくないものの,先土器時

代の彫器,尖頭器などの石器 も出土 した。このため,ロ ーム層を一部掘 り下げ,黒曜石の小

破片一点を得た。富士川流域では,富沢町天神堂遺跡が先土器時代遺跡として知 られている

が,当遺跡付近の合地上にも,ほぼ確実に同時代の遺物・遺構が存在すると予想される。

過去,西八代郡下,富士川流域での発掘調査は皆無に等 しく,表採資料や,耕作 。工事等

の偶然の発見に頼 らざるを得ないものであった。今回の調査により,本地域の資料的空白を

埋めただけでなく,2号単独埋甕の,韮崎市内出土土器や釈迦堂遺跡出土埋甕との強い類似

性などや,富」
「
航域 と他地域 との比較検討が可能となったことなど,当地の考古学的研究に

足がかりを得たといえよう。
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第 5号住居址 第 8号 。2号住居址

第 1号・ 2号単独埋甕

4号住,1

第 1号土拡Pl

Cm

宮の前遺跡出土土器
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3.北―の沢遣跡

所 在 地

東八代郡境川村大黒坂字北―の尺 418

事 業 名

笛吹川左岸土地改良水管埋設事業

調 査 期 間

昭和57年 10月 28日 ～58年 3月 30日

担 当 者

小林広和 ,里村晃一

面   積

1,5404f
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北―の沢遺跡位置図 (1:25000)
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遺跡は甲府盆地南縁部の曽根丘陵上に位置 している。曽根丘陵は御坂山塊より続 く丘陵で

あるが,東は境川村より西は市川大門町に至るもので,東西約 12.5 km,南 北 3 kmの 広がり

が認められる。これらの間を,丘陵を横断する様に東より,狐川 ,境川,狭間川 ,芋沢川 ,

間門川 ,滝戸川 ,七覚川,浅利川が盆地に向って流出し,平担な低地を経て笛吹川に至る。

遺跡は,東端を流れる,狐川上流の南岸標高 430mに存在する。

遺跡中央部は小高い丘陵となるが,40m前後と細長 く, それに続 く北側では狐川に至

る6mの間に一本の沢が発達 している。

調査面積は中10m,長さ 120mの 1,200ぜ で,細長 く遺跡を横断する トレンチ状 となる。

調査の実施にあたっては,一辺 2m方眼の小 グリットを設定 し,対象地域 は全面的に行 った。

その結果縄文中期を主体とした集落址及び後期古墳群の一端が解明された。

遺構 :調査によって検出した遺構は縄文時代時代中期住居址11軒 ,埋甕 1基 ,縄文時代後

期土器片集中区 lヶ 所,古墳時代後期古墳 (周溝のみ)4基等がある。以下その概要を記

すと次のとおりである。

縄文時代中期の住居址は隅丸方形 1軒 ,円形 10軒である。隅丸方形は530m× 5.10mで
中央部より西側に埋甕炉をもつ。埋甕は回縁部 ,底部を欠損 した井戸尻期の大形のものであ

る。プラン円形では,径 5m前後である。炉は石組であり,中央より西方に設けられてい

る。石組炉の うち 2軒は石組がぬき去 られ掘 りかたのみが残る。井戸尻期 1軒 ,曽利 I期 3

軒,曽利Ⅱ期 2軒 ,曽利Ш期以降 3軒 ,不明 1軒である。重復関係は (1・ 3・ 4号),(3・

10。 11号)の 2例 が確認された。(1.3号 )は 井戸尻期の切合関係,(8・ 10号)は 曽利Ⅲ期
の切合である。 (8・ 10号)は ,ほ ば同一面上に構築されるため,炉の位置も近い個所に設置さ

れ,下層の炉石の一辺を移動せずに再利用している。

縄文時代後期遺物は,遺跡の北寄 りにある沢の低い地域に検出されている。

古墳時代後期,古墳周溝は4基検出された。

形態は円形,方形を基調 とする。 2号墳は方形墳であり,調査外区域には横穴式石室の一

部を残 して観察可能であった。

出土状況 :縄文時代中期住居群では床面より 5 cmか ら10cmほ ど浮上 して出土する例が一般

的である。完形土器が折 り重って出土する例,深鉢 ,浅鉢の完形,大 /よ のヽ破片が多量に面的

に出土する例等がありその内容は複雑である。

埋甕は遺跡南端に位置する。上部は削平が著 しく,埋査の他には遺構は検出されない。径

08mの ピットを掘 り正位に設置されている。甕内上部には22× 32cm大 の火熱を加えた扁平礫

が認められ,埋葬関係施設とされる。古墳時代後期,古墳周溝は,須恵器を主体に土師器 ,

鉄器が出土する。特に 3号墳南側周溝では, 2個体分の大形な須恵器甕がlocm大にほぼ均等

に破砕され,投げ込まれた状態で同一 レベルで面的に検出され,祭TE儀 式が想定 された。

出土遺物 :調査によって出土 した遺物は,縄文中期 (井戸尻～曽利Ⅱ期),縄文後期にかけて

の上器類と若干の石器類,古墳時代後期に伴う須恵器,土師器,鉄器類であった。
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第 4号 住居址

第 3号墳周溝出土状況

北―の沢遺跡出土土器
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4.青木北遺跡

所 在 地

北巨摩郡高根町村山北割字青木

事 業 名

県営圃場整備事業

調 査 期 間

昭和57年 5月 21日 ～ 8月 30日

担 当 者

森 和敏 ,雨宮正樹

面   積

2,000∬ 青木北遺跡位置図 (1:25000)

○

③

青木北遺跡遺構全体国
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青木北遺跡は八ケ岳東南麓に所在する平安時代中期の集落で,高根東小学校東北 200mの

地点にあたる。

東約 100mと西約 150mに は3m～ 5mの台地が南北に走 り,遺跡はこの台地に狭まれた

ひばり沢にある南傾斜の微高地上に占地 し,今回発掘 した遺構はこの突端部にある。

この上方を58年度に高根町で発掘調査を行 ったところ,同時期の約30基の住居址や堀立柱

建物遺構や多数の土拡等を検出 した。

今回は住居址12基 ,掘立柱建物遺構 5基 の他に土拡約20基などがあり,そ の多くは表土下

25cmの ローム層を掘 り込んで構築されていたが,半数は農道や農耕による破壊が進んでいた。

住居址は12基あって,東側のやや低い場所に偏っている。高根町で発掘 した地区でも東側

に多い傾向がみられる。住居址は全て隅丸方形で南面 していて, 4号は大型のもので,壁に

沿 って四辺に柱の礎石があることが注目され,ま た 2号, 7号 ,13号は柱穴をもつが,他の

8基には柱穴はない。かまどはほとんど東側にあり,全て袖の志には自然石を使用 している。

多 くは粘質性の貼床がある。

掘立柱建物遺構は 5棟あり,こ のうち 4棟 は西側の高い場所に集中 している。10号 と11号

は柱穴が しっかりしており,10号は東西に長軸をもち,東 と西の中間にある柱穴はやや外側

に張り出して掘 られており,柱穴の形状は方形が多い。11号は方形を呈 し,建物の中央にも

柱穴が 1基ある。他のものはプランが狭 く柱穴も小さい貧弱な建物である。

土拡は約20基あり,東側中央に比較的深 く大きいものが集中しており,西側では散在 してい

る。高根町の発掘地区では西側に集中する傾向がある。遺物は土師器,須恵器,灰釉陶器な

どの他に縄文時代中 。後期の遺物 も出土 した。遺物の量は少なく,10号 ,11号掘立柱建物遺

構付近や, 8号 ,13号住居址ではほとんど出土 しなかった。遺物は未整理であるので,全体

は把握出来ないが ,ほば10世紀のものが中心となっている。

杯には内面黒色のもの (2,5,6),回 転糸切底 (4,5,6),ヘ ラ削り (4)な どが

あり,墨書土器 (4, 5)も数点出土 している。これらの中には甲斐型の特徴のあるものの

他に信濃型とみられるものも混入している。

須恵器 (1)や灰釉陶器等も住居址から出土 しており,土師器 と同様側世紀のものが多 く

みられる。

その他に江戸時代初期と考え られる短刀を埋納 した土拡も検出されている。

なお縄文時代の遺構はなかったが,前述 した後期初頭の上器は南約 100mで ,高根町教育

委員会が56年度に発掘 した石棺を伴 う青木遺跡との関連のものと考えられる。
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第 15号 住居llL

第 4号 住居址
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0            10cm

青木北遺跡住居址出土土器
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5.東 原 遺 跡

所 在 地

北巨摩郡大泉村字東原

事 業 名

県営圃場整備事業

調 査 期 間

昭和57年 5月 10日 ～10月 31日

担 当 者

新津 健 ,保坂康夫

面   積

8,500r

東原遺跡全体図

住は住居址

建は掘立柱建物llL

土は土広

東原遺跡位置図 (1:25000)
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東原遺跡は,八ケ岳南麓を南方に流下する小河川によって開折されてできた合地上に立地

する。標高約 900mである。八ケ岳南麓の遺跡のうちでは,かなり高所に位置する。周辺に

は,金生 。天神・御所前遺跡等の縄文時代の遺跡や,寺所 。城下遺跡等の平安時代の遺跡 ,

谷戸城址・深草館跡等の中世城館址が知 られている。本遺跡は,若子の縄文土器を出土 した

ものの,遺構・遺物のほとんどが平安時代のものである。

発見された遺構は,平安時代の竪穴式住居址12軒 ,鍛冶工房址 1軒 ,掘立柱建物址 3軒 ,

溝 5本,土拡 7基 ,道 と思われる遺構 1本 ,小 ピットなどである。遺物では,縄文時代の若

干の上器 。石器の他,平安時代の上師器・須恵器・灰釉陶器 ,砥石 ,鉄鏃,鉄斧 ,鉄楔 ,古

銭,鉄津等が出土 している。

遺構の分布状況を見ると,住居址は遺跡の南西部にはなく北部には希薄で,あ たかも鍛冶

工房址を取囲むように分布 している。こうした住居址の分布状況に対 し掘立柱建物址は遺跡

の北部に集中する。溝は遺跡南半にある。 2・ 4号溝は水が流れたらしく砂を伴 う。特に 1

号溝はクランク状に折れ曲り,土地の区画を意図 したものである可能性 もある。土拡のうち

南部に集中するものは,出土遺物が少なく時代。
'l■eと もに不明である。一方北部には,大型

の礫を伴 う土拡 2基がある。こうした遺構分布のかたよりは,今後の検討で興味のもたれる

ところである。

注目される遺構としては,鍛冶工房址,埋設土器,道と思われる遺構 ,大型の礫を伴う土

拡があげられる。鍛冶工房址は,遺跡の南端に位置する。 1辺 2.5mほどの小型の住居址の

中央に,長 さ60cm,幅 30cm,高 さ25cmの石を半分地面に埋込んで設置 し台石としている。台

石周辺には,鉄を鍛冶するときに飛び散ったと思われる鉄の/1ヽ 片がおびただしく分布 してい

た。また,鉄滓や輔羽口片を多数出土 した。

埋設土器は,11号住居址の南壁中央直下に見い出された。杯を埋設 し,そ の上を皿で蓋を

するように覆ってあった。皿を除去してみると,中 は空洞で何 も発見されなかった。埋設さ

れた位置は,入口が想定される部分であり,胎盤埋納の民俗例 との関連が注目される。用い

られた土師器は,10世 紀末から11世紀初頭のものと思われる。

道と思われる遺構は遺跡のほぼ中央を東西に横切 る溝状のもので,底部が踏み固められた

ように堅 くなっていた。住居址との切 り合い関係や出土遺物から,平安時代後半以後の もの

であろう。また,道のほぼ中央に,徳久利形の灰釉陶器 1個 と甲斐型の杯 2個が重なるよう

に発見され,そ のすぐ北側には小型の掘立柱建物址が見い出された。この道と関連 した遺構

かもしれない。

大型の礫を伴 う土拡は,遺跡の北部にある。 2基発見されたが,一方は人頭大,一方はひ

とかかえほどの大型の礫を 1個伴 う。いずれも長方形である。遺構の切り合い関係から平安

時代後半以後のものと思われる。礫を伴 うことや形態か らして,墓の可能性 もある。

本遺跡は出土土器からして10～ 11世紀にかけての集落址が中心である。東方には柏前の御

牧の比定地であるよ場ケ原があり,標高が相当高い点拷 えると牧場との関連性が注目される。

―-23-―



東原遺跡南西部 第 11号 住居 址

鍛 冶 工 房 址 第11号住居址入口部埋設土器

壬 ≦ 董 董 廷 ≧ ≧ ≦ .6

3

くく【三【正三三にここア万テテ'4

1～ 6,9。 10は 8号住

7・ 8は 11号住入口部埋設土器

11・ 12は鍛冶工房址

-8

東原遺跡出土土器
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6.勝 山 城

所 在 地

東八代郡中道町上曽根字勝山

事 業 名

農道改良工事

調 査 期 間

昭和57年 3月 8日 ～ 3月 31日

担 当 者

田代 孝 ,保坂康夫

面   積

1,000ポ

勝山城位置図

図4 Bト レンチ帯郭と杭

凡 例

図 1の斜線部は崩壊礫

図 3中の番号 1は表土,2は石敷 ,

3は崩壊土,4は土塁,5は地山

図 4中の黒丸は杭

3m

図

　

０

図 2 Eト レンチ石敷き断面

勝山城遺構図
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Eト レンチの石敷

Bト レンチ断面

Eト レンチ土層図



勝山城は甲府盆地の東南縁に位置 し,

笛吹川の氾濫原に面する小高い独立丘

陵に所在する。その小丘陵全体が城 と

なっている。最高所は 270mで あり,

周囲の濠とされる所からの比高は約20

mと なっている。勝山城は文献的には

『天代記』『妙法寺記』『宇津山記』等

に記されており,そ れは明応から永正

年間 (1492～ 1521)に 甲斐武田氏が

国内を統一 していく時期である。甲斐 ,

駿河を結ぶ中道往還が通る交通の要所

に築かれた勝山城は,現在その丘陵上

には主郭と思われる平坦地があり,こ

れを取りまく郭や土塁の一部や空堀が

みられ,さ らに中腹には帯郭がめぐっ

ており,遺存状況の良好な城である。

発掘調査は城址西斜面の濠の部分と濠

に接 した上下三段の帯郭の存在が考え

られていた地点である。上下三段の帯

郭のうち,上段の帯郭は粘土質の地山

を削平 して細長いテラスを築き,そ の

テラスの一部は石敦きが施されていた。

さらに土層断面の観察か らは石敦きの

下部で,土塁状の遺構 も確認された。

このことか ら2時期の構築をうかがう

ことができる。下段の帯郭は北端 |こ お

いて,濠 と接する部分に土止め用とも

考えられる杭列が検出されたが時期な

どは明らかではない。遺物については

土師質土器や陶磁器片がわずかに表採

された程度であり,遺構にともなうも

のはない。 また濠については現地表下 1

された濠の様相は確認できなかった。

Eト レンテの石敷

勝 山城 遺構

mほ どで砂粒を含んだ粘土層 となり,いわゆる掘削

勝山城址遠景

Bト レンチの帯郭と杭

―-26-―



7.甲 府 城

所 在 地

甲府市丸の内 1丁 目

事 業 名

客殿改築工事

調 査 期 間

昭和57年 10月 20日 ～10月 28日

面   積

4501ぜ

甲府城発掘地点位置図
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甲府城位置図 (1:25000)



1 表土層 ,瓦 ,小石等が混入した茶19色 土

Ⅱ 藤を多く含む黄褐色上層 (客■)

Ⅲ 粘性のあるしまった黒褐色土層 (地山)

トレンチセクション図 (1120)

甲府城址は,愛宕山の西南端に隣接 した小山上に占地 した近世城郭である。この城は天正

11年 (1583)に 現在の史跡武田氏館に替る城郭 として徳川家康が築城に着手 したものであ

り,完成 したのは文禄 3年 (1594)年 ,浅野長政の代であった。この城が築かれる以前は,

武田家の支流一条氏の居館があった場所で,鎌倉時代末に時宗一蓮寺が建立された。

甲府城址の郭配置は図のとおりである。天守台を有する本丸を中心に西に山ノ井,二の丸 ,

東に鍛冶曲輪 ,北に稲荷曲輪,清水曲輪,二の丸の西には楽屋曲輪等があり,こ れを水堀が

囲んでいる。以上を内城 と称 している。

今回発掘調査を実施 したのは山ノ井の北側にある柔剣道場 として使用されている武徳殿の

裏にある客殿改築の敷地である。幅 2mの トレンチを建物の基礎部分に南北方向の トレンテ

6本,東西方向のトレンチ 1本を設定 した。

改築される客殿は,昭和 4年 に建て られたもので,建物の基礎部分はコンク リート製の方

40cmの もので ,ト レンチ内の一部はコンクリートのたたきになっていた。各 トレンチの表土は20～40

cmほ どで,こ れを除 くと黄かっ色の礫まじりの客土層が全体に表われた。 トレンチの南端に

は幅 lmほどの小石敷が検出され,こ の小石敷の下部には本瓦片が多量に,ガ ラス片等と伴

に入っていたため,客殿に伴 う排水用暗きょと考えられる。

この地区の層序 は図のとおりであり,地山であるⅢ層が,西傾斜をもっていることか ら,

Ⅱ層を客上 してこの郭が構築されたと言える。

瓦出
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8.真福寺遺跡

所 在 地

東八代郡境チ|1村 黒坂字真福寺

事 業 名

笛吹川左岸土地改良水管埋設事業

調 査 期 間

昭和57年 11月 8日 ～ 11月 18日

担 当 者

森 和敏

面   積

350r

甲府盆地南西に連なる曽根丘陵の ,

幅の狭い 1支脈の上端で,縄文時代早

期の土拡 1基 と少量の遺物を検出した

だけである。

土拡は長径90cm,短 径50cm,深 さ40

cmの楕円形を呈 し,覆土からわずかに

早期の上器片が出土 した。この下方グ

リッドからは少量の土器と石器がロー

ム層の 5 cm上層から出土 した。土器は

ほとんど繊維を含み,金雲母,白雲母

を多量に含むものもある。文様は縄文

のあるものと無文のものだけで,形式

判断の出来るものは少ないが,茅山下

層式に比定出来よう。石器は凹石と磨

石が 5ケ出土 しただけである。

け―け
出 土 土 器

真福寺遺跡位置図 (1:25000)
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9.梅の本遺跡

所 在 地

北巨摩郡高根町箕輪字梅の木

事 業 名

県営圃場整備事業

調 査 期 間

昭和57年 6月 4日 ～ 6月 21日

担 当 者

森 和敏 ,雨宮正樹

面   積

1,000ポ

八ヶ岳東南麓にある南傾斜の合地の

西縁で,縄文時代中期の住居址 1軒を

検出したのみである。

この西にある台地には縄文時代前半

。中葉の濃厚な遺物散布地が広がって

いる。住居址の東部は発掘範囲外にの

び ,西側は耕作により破壊されていた

ので全貌は不明である。炉也とは中央や

や北寄りにある。出土遺物は新道期土

器片,そ れに伴 う石器類 (石皿)が出

土 した。

なお弥生時代の遺物が少量散布 して

いたが遺構は検出されなかった。

―
一

梅の本遺跡位置図 (1:

出 土 土 器
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10.妻 神 遺 跡

所 在 地

山梨県東八代郡一宮町中尾 1579番地

事 業 名

笛吹川左岸土地改良水管埋設事業

調 査 期 間

昭和57年 1月 17日 ～ 1月 24日

担 当 者

小野正文,中山誠二

3501ぜ

妻神遺跡は,甲府盆地東部の京戸川

扇状地の扇端部に位置 し,標高 370m

を測る。同じ扇状地上の扇央部には,

釈迦堂遺跡群や千米寺・石古墳群など

多くの遺跡が存在する。遺跡は,東西

方向に走る幅30m程の小谷が埋没 した

後に形成されている。

発見された遺構は,平安時代末葉の

住居址 1軒と溝状遺構 2本である。遺

跡発見の発端である住居址は,既に殆

んど削平され,壁高はわずかに10cn程

を残すのみであった。カマ ドは,住居

址北東 コーナーに設置されているが天

井部と袖部は殆んど破壊 されている。

住居址内出土遺物は,土師質の杯形土

器 と甕形土器,鉄製鎌,切子玉,ガ ラ

ス製小玉が検出されている。

妻神遺跡位置図 (1:25000)
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Ⅳ 発掘調査の整理事業

発掘調査後の図面整理・ 出土品の復原等,記録類の整理事業は,毎年順次行ってきている

が,昭和58年度に整理を行った遺跡は,次のとおりである。

遺跡名 所 在  地 事 業 名 遺 跡 の 内 容
報  告  書

刊行年度予定

橋石 東八代郡境川村

石橋,二欄

中央道建設 境川扇状地扇端にある平安時代集落

遺跡住居址12軒 ,掘立建物 9棟。

町ヨ不日58

福蔵 東八代郡八代町

永井

中央道建設 浅川扇状地扇端にある中世後期の遺

跡で掘立柱建物10棟土1/A‐等。

儘 の 下 東八代郡八代町

南

中央道建設 浅川扇状地端にある古墳時代初期の

集落遺跡篭国剛吐1軒,掘立柱砲物1棟。

二 の 宮 東八代郡御坂町

二之宮

中央道建設 金川扇状地扇端にある弥生時代～平

安時代の集落遺跡で 405軒の住居址 ,

井戸等,姥塚遺跡の続きである。

姥 塚 東八代郡御坂町

井之上

中央道建設 金川扇状地扇端にある古墳時代～平

安時代の集落遺跡で古墳 2基 ,住居

址 141軒等。

コッ塚古墳群 約＼「姻陪郵唖賎 中央道建設 金川扇状地にある後期古墳群約20基。

塚一呈 東八代郡一宮町

国分

中央道建設 金川扇状地扇央で縄文時代晩期の住

居址 1軒 ,土拡 9基等。

堀 東八代郡洋宮町

塩田

中央道建設 金川扇状地東縁で先上器時代の石器 ,

縄文時代中期の住居llL 5軒 ,平安時

代の住居LL40軒 及び差� 300基。

釈 迦 堂 東八代郡一宮町

千米寺

東山梨郡勝沼町

藤井

中央道建設 京戸川扇状地頂で先土器時代の石器 ,

縄文時代の住居4L―早期35軒 ,前期

19軒 ,中期 203軒 ,後期 2軒 ,敷石

遺構 2基一土拡 500基 ,円 墳 1基 ,

平安～鎌倉時代住居址 6軒。

生金 北巨摩郡大泉村

谷戸

圃場整備事業 八ケ岳南麓の尾根上で縄文時代の住

居4L―前期 1軒 ,中期 2軒 ,後～晩

期36軒 ,配石遺構 5,石棺16-等や

多量の遺物,平安時代住居址 6軒 ,

中世地下式土拡53,中～近世掘立柱

建物 5棟。

未 定

宮 の 前 西八代郡市
'II刈ヨ]町黒沢大木

県営ヘ リポー

ト建設

富士川左岸の舌状台地尖端で先土器

時代の石器,縄文時代中期の住居JIL

13軒 ,土拡 6基単独埋奏 2基。

東 新 居 東八代郡一宮町

東新居

中央道建設 大石川扇状地上にある平安末期の集

落。

笠 木 地 蔵 東八代郡一宮町 中央道建設 金川扇状地の東縁にある平安時代の

集落及び土拡群。

馬乗山古墳 東八代郡境川村 中央道建設 曽根丘陵北端に位置する前方後円墳。
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山梨県埋蔵文化財センター設置規則

(昭 不E57年 3月 31日 山梨県教育委員会規則第5号 )

(設  置 )

第 1条 埋蔵文化財の調査研究及び保護を行 うとともに,こ れらの活用を図るため,埋蔵文

化財センターを設置する。

(名 称及び位置 )

第 2条 埋蔵文化財センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 山梨県埋蔵文化財センター

位置 東八代郡中道町

山梨県埋蔵文化財セ ンタ ー処務規程

(昭和57年 3月 31日  山梨県教育委員会訓令甲第1号 )

(趣  旨)

第 1条  この訓令は,山梨県埋蔵文化財センター (以下「埋蔵文化財センター」という。)

における所掌事務 ,事務処理,服務等に関 し,必要な事項を定めるものとする。

(グループの設置)

第 2条 所長は,必要に応 じ埋蔵文化財センターにグループを置 くことができる。

2 所長は,前項の規定によリグループを置き,又はその数を変更 しようとするときは,あ

らかじめ教育長に協議 しなければならない。

(リ ーダー)

第 3条 所長は,必要に応 じグループにリーダーを置 くことができる。

2 リーダーは,上司の命を受け,担当事務を処理する。

(職  員 )

第 4条 埋蔵文化財センターに所長,次長その他の職員を置く。

2 所長は,上司の命を受け,所属職員を指揮監督 し,所掌事務を掌理する。

3 次長は,上司の命を受け,そ の所掌事務を整理 し,所長を補佐する。

4 所属職員は,上司の命を受け,所掌事務を処理する。

(所掌事務 )

第 5条 埋蔵文化財センターの所掌事務は,次のとおりとする。

一 公印の管守に関すること。

二、文書の収受,発送 ,編集 ,保存及び記録の編集に関すること。

二、職員の服務に関すること。

四、会計経理に関すること。

五、物品の出納 ,保管及び処分に関すること。
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六、施設の管理に関すること。

七、埋蔵文化財の調査研究に関すること。

八、埋蔵文化財の保存及び活用に関すること。

九、埋蔵文化財に関する資料の作成及び活用に関すること。

十、埋蔵文化財に関する指導及び助言に関すること。

十一、その他前各号に準ずる事項

(所長の専決 )

第 6条 所長は,次の事項について専決することができる。ただ し,重要又は異例 と認めら

れることについては,この限りではない。

一、職員の旅行命令に関すること。

二、職員の有給体暇及び職務に専念する義務の免除の承認並びに勤務を要 しない時間の指

定に関すること。ただし,療養のため就業禁上を命 じ,又は日数90日 を超える私傷病体

暇を承認する場合を除 く。

二、職員の特殊勤務,時間外勤務 ,休 日勤務,夜間勤務及び宿日直勤務命令に関すること。

四、その他前 3号 に準ずる事項

(代  決)

第 7条 所長が不在で急施を要するときは,次長がその事務を代決する。

2 前項の規定により代決 したときは,代決者は,その文書に「要後関」を表示 して,所長

の後関を受けなければならない。

(事業計画の作成 )

第 8条 所長は,毎年度末までに翌年度の事業計画を作成 し,教育長の承認を得るものとす

る。

(報 告 等 )

第 9条 所長は,次に掲げる事項について ,教育長に報告 しなければならない。

一、前年度の事業実績の概要

二、その他必要な事項

(服務及び文書処理等 )

第 10条 この訓令に定めるもののほか,職員の服務 ,文書の処理その他必要な事項について

は,山梨県教育事務所処務規程 (昭和43年山梨県教育委員会訓令甲第 3号)の例による。

(そ の 他 )

第11条  この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,所長が定めることができる。

附  則

この訓令は,昭和57年 4月 1日 から施行する。
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